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本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 



 

 

午後１時１６分 開会 

議長 ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達しております。ただいまから平成26年第２

回臨時会を開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

                                            

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第118条の規定

により、議長が指名します。３番斎藤好彦君、８番八鍬 太君の両名を指名します。 

                                            

日程第２ 会期の決定 

議長 日程第２ 会期の決定についてお諮りします。 

８番 会期につきましては、本日午前中に開催されました議会運営委員会におきまして、第２回

臨時会の会期を本日１日限りとすることといたしましたので、提案いたします。 

議長 お諮りします。本臨時会の会期は、八鍬議会運営委員長の提案のとおり、本日１日限りと

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日３月26日１日限りとすることに決定しました。 

                                            

日程第３ 諸般の報告 

議長 日程第３ 諸般の報告については議案書掲載のとおりです。朗読は省略いたします。 

                                            

日程第４ 議員派遣の報告 

議長 日程第４ 議員派遣の報告については議案書掲載のとおりです。朗読は省略いたします。 

                                            

日程第５ 町長挨拶 

議長 日程第５ 町長挨拶をお受けします。 

町長 それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

  きょうは、平成26年第２回舟形町議会臨時会を招集しましたところ、何かと公私ともにご多

忙の折、全議員のご出席を賜りまして、心から御礼申し上げます。 

  暑さ寒さも彼岸までと言われますが、余りにも寒暖の差が激しいように感じます。春の農作

業のおくれがないように、農道等の排雪作業も計画的に実施してまいりたいと思います。 

  さて、小国川漁業協同組合の組合長のポストが空席となっておりましたが、３月15日に理事

会が開催され、理事10名の選考により、舟形町富田出身の髙橋光明さんが新しい組合長に選出



 

 

されました。大変難しい時期の就任となりましたので苦労も多いかと思いますが、これまでの

理事としての経験を大いに発揮されまして、活躍されますことをご期待申し上げたいと思いま

す。 

  ３月23日、舟形町観光物産センターめがみの落成式が、新装となりました観光物産センター

内で多数の来賓、地域の方が参加して行われました。新庄市長さんを初め来賓の皆さんからは、

地域のコミュニティー拠点として町の活性化に大いに結びつけてほしい旨の期待のご挨拶が

ありました。ご多忙のさなか、信夫議長さんをはじめ各議員の皆さんのご出席を賜りまして、

心から感謝申し上げます。 

  落成式の終了後、舟形町食の祭典特産品試食会が引き続き中央公民館で開催されました。こ

の催し物は、町が推進しております６次産業化の一環として、舟形町振興公社が中心となり企

画したものであります。町内の特産品の加工開発の魅力についての講演などがあり、その後、

お菓子の加工品、鮎、地元野菜、マッシュルームなどの食材を使った加工品23品が展示されま

した。親子連れなど約100名の参加者が、思い思いに試食を行いながらアンケートに感想を記入

しておりました。これからも関係者のご指導を受けながら、町の特産品の加工品開発と販路の

確立に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

  さて、本日、本会議にご提案申し上げます案件、平成25年度舟形町一般会計補正予算、舟形

町堀内交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての２

件であります。慎重審議の上、満場一致をもちましてご決議賜りますようよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

                                            

日程第６ 議案第３２号 平成２５年度舟形町一般会計補正予算（第７号）について 

議長 日程第６ 議案第32号 平成25年度舟形町一般会計補正予算（第７号）について議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これから議案第32号を採決します。議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

  （賛成者挙手） 



 

 

議長 挙手多数です。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第７ 議案第３３号 舟形町堀内交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議長 日程第７ 議案第33号 舟形町堀内交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

まちづくり課長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

３番 今度堀内も交流センターを使うことになるわけでございますが、堀内の地区民の方から連

絡があったんですが、今、堀内の旧小学校のグラウンドにすごい山のように雪を積んでおりま

す。どこからか排雪した雪をすごくいっぱい積んでおるんですが、ああいう状態で交流センタ

ーとして機能は果たせるんでしょうか。何であそこに排出した雪を持ってこなければいけない

のでしょうか。 

地域整備課長 小学校のグラウンドに今排雪の雪がございますけれども、昨年度までは堀内の川

端線の重作のそば屋さんがあるんですけれども、あの前あたりに最上川のほうに排雪していた

わけなんです。ところが、地元町内会より、排雪した雪が道路の高さよりも高くなっておりま

して、そこに子供たちが登ったりして危険ではないかというふうな指摘がございまして、堀内

地区の排雪する箇所が見当たらないということで、今年度は今の堀内小学校の跡地のグラウン

ドにとりあえず排雪させていただいたという状況でございます。 

３番 旧堀内小学校も富長も長沢も同様にあそこは避難所になっているのではないでしょうか。

避難所でありながらああいう状態では何かあった場合に避難所の役目も果たせないし、今課長

から川のほうに雪を積むと子供さんが遊んで危ないということがありましたけれども、そうい

う理由はわかりますけれども、そういうのであればそちらのほうを何か対策をするとか、柵を

つくるとかして、なぜあそこの小学校に積まなくてはいけないのか、そこがわからないんです。

もう１回お願いします。 

地域整備課長 堀内地区の排雪箇所が今のところございません。松橋川とかそういうところに排

雪すればよろしかったんでしょうけれども、なかなかいい場所が見当たらないということで、

今現在は堀内小学校ということでやっております。 

  それと、富長橋の下流のほうに、県と町も今現在排雪箇所としているわけなんですけれども、

富長まで運搬するにも時間と運搬距離、運搬代もかかるという形で、できれば近い箇所で処理

したほうがいいのではないかということで、今年度は堀内小学校の跡地にさせていただいたと

いう形です。 

９番 今の質問と同じようなことなんですが、これ町内会と話しましたか。今、子供さんが危な



 

 

いということなんだけれども、うちの近所に子供はいません。うちの隣に小学生が１人いるか

な。子供さんが上がって危ないというようなことではないだろうと思うんです。 

  そして、町内会等に相談をして、今言ったように、富長まで持っていく経費云々と言います

けれども、では今積んでいる小学校の雪はあのまま消えるまで黙っているんですか。恐らく盆

まで消えません。どれぐらいの量かわかりますか。けさも見てきたんですが、体育館より多い

ですよ、雪は。もう少し、例えば洲崎町内会の林監査もいるんだけれども、ああいうふうに積

んでいるというのは初めて見たと言うんですよ。知らなかったです、本人も。何かもっと手だ

てがあるような気がするんだけれども、どんなものかな。例えば瀬脇川に捨てるにしても、こ

の間町内会の会長と話をしたら瀬脇川のほうに投げてくれと。瀬脇川のほうで投げてくれと言

ったらの瀬脇の町内会でだめだと。いろいろ話は聞きました。 

  ただ、３番議員が言うように、一朝有事の際、避難場所になっているわけです。今言ったよ

うに、体育館よりも面積が多いくらい雪が捨てられています。それを構わないでおけば盆まで

残っています。だるまでもつくれば別ですけれども。間違いなく盆まで残っています。真っ黒

な雪ですから。それを重機を入れて砕いて消すとなれば、富長に運んだより私は経費が多くか

かると思うんです。もう少し町内会と相談して、ではどこに投げたらいいかということをむし

ろ逆に投げかけてやって何で相談できなかったのか不思議でしようがないんですよ。ちょっと

もう１回その辺答えてください。 

地域整備課長 町内会とは、前の町内会長さんとは話はしたはずです。そのときもバリケードと

かロープとか張って入らないようにしたらいいのではないかというような話にもなりました。

ただ、それが国交省のほうにも連絡が行ったものですから、国のほうでは河川のほうに置かれ

てはまずいのではないかという話も出てきまして、河川のほうには捨てることができなくなっ

たような状況であります。 

  今現在、山になっている雪ですけれども、今排雪をやっているわけなんですけれども、今後、

山になっている雪を崩しながら、排雪が必要な状況があれば排雪するような形になると思いま

すけれども、とりあえずは今の山を崩しながら状況を見て排雪するという形になると思います。 

９番 では真っすぐ言います。課長、見ましたか、あの雪の量。見ていますか。私、写真撮って

きているんだけれども、見させたいな。見ていて答えているのか。崩して排雪しますなんて簡

単な問題ではないです。あれをダンプで投げるといったら今まで投げた分のダンプぐらいかか

ります。あのまま消えるまで待つなら別ですけれども、だるまでもつくって盆まで雪をとって

おくというならば話は違いますけれども、あのままの状態では消えません。体育館より高い雪

の量になっているんです。後で議会終わってから写真見せます。 

  ヘリポート、ドクターヘリのあれにはなっていないか。防災センターだけだっけ。あのグラ

ウンドは。まちづくり課長。 



 

 

まちづくり課長 今確認をさせますので、ちょっとお待ちください。 

議長 暫時ここで休憩させていただきます。 

午後１時３９分 休憩 

                                            

午後１時４１分 再開 

議長 それでは休憩前に復し会議を再開いたします。 

総務課財政管財班長 それでは、ドクターヘリの場所の指定ということでお答えさせていただき

たいと思います。 

  堀内交流センターのグラウンドですけれども、ランデブーポイントに指定はなっております。

ただ、冬期間については南支所と亀割の駐車場、待避所、この２カ所ということで、夏期間の

ランデブーポイントの指定になっているということでございます。以上です。 

１番 冬期間はなっていないということですけれども、今９番議員のお話によりますと、雪の量、

盆ころまで残るのではないかと、当然夏期の時期に入るわけです。そういう対策というものも

しっかり考えなければいけないと思います。まずもって定例会でも、補正でも除雪対策に関し

ては余りにも軽過ぎたのではないかという質問があるわけです。やはり排雪がグラウンドにな

された。要するに１工区対２工区の２工区単位で別れた中で、細かい工区でいえば、９の工区

でいうと、９工区と10工区は隣り合わせなわけです。９工区はどこに雪を排雪したなというと

ころから見れば、そこら辺の問題をもって…… 

議長 １番議員、今の課題と離れ過ぎています。 

１番 わかります。わかりますけれども、そういう問題を解決しなければ単に経費がかかってい

くだけです。それぐらいの問題からして、この金額が甘過ぎたことに対してのもっと明確な課

長としての意見をお聞かせください。 

地域整備課長 今年度の２工区体制につきましては、初めての体制という形で実施したわけです

けれども、議員が言われるように甘かったかどうかはこれから反省しながら、今年度の除雪体

制について反省し、また検証しながら次年度の除雪体制に持っていきたいなと考えております。 

１番 まずもって地域住民と今後の雪の対策をしっかりやるべきではあると思いますので、もし

経費がかさんでどうしようもなかったら、６月に雪を利用してさなぶりまつりの雪まつりでも

したらいかがですか。 

まちづくり課長 その辺については、先ほども地域整備課長から重機のほうで散らすということ

でしたので、その辺も含めて判断されることになるだろうと思いますので、その辺の雪の消え

方の推移を見たいと思います。 

議長 ほかにありませんか。 

８番 確認しますけれども、今の交流センターの使用料の中でグラウンド使用料もあるわけです



 

 

ね。今後は使いたいということもあるかと思うんですが、実際のところ、今堆積になっている

雪というのはどうするんですか。片づけるんですか。その辺明確な答弁をお願いしたいと思い

ます。 

地域整備課長 今、山のようになっている雪でございますけれども、通常降った高さくらいまで

は当然片づけなければならないとは思うんですけれども、全体的に片づけるにはやはりお金が

かかりますので、状況を見ながら、天候も見ながらそういうような形で、できればなるべく遅

い時間帯で片づけるような方向で今考えている状況であります。 

８番 例えばの話、雪が残ったままのグラウンドを使用した場合も、このグラウンド使用料が適

用されるということになるんでしょうか。 

まちづくり課長 その点については、そういう状況でも貸してほしいということになればそのよ

うな状況になると思いますが、堀内の農村環境改善センターのグラウンドもありますし、富長

小学校のグラウンドもありますので、そういったところで活用をお願いしながらやっていきた

いと思います。 

  それでもどうしてもそこを使いたいということになればこの料金でということになりますが、

町のほうでは、スポーツ少年団とか中学校のクラブ活動については基本的には使用料について

は免除しておりますので、実際はお金がかかる他町村の方々の利用ということになろうかと思

いますが、ぐじゃぐじゃの状態のグラウンドでそれでも貸してくれというような場合について

はこの料金を、条例ですのでいただくことになると思います。 

議長 ほかにありませんか。 

５番 今の排雪の件で、私からもう一つお聞きします。 

  今、町道の排雪はまだまだ残っていると思うんですが、県道の…… 

議長 大場議員、議案に沿ったような質問を。 

５番 それはわかる。関連としてまずお願いしたのです。県道の除雪は今お金がなくなって排雪

もやっておりません。そういう中で、町だけは排雪するということもおかしいのではないかと

思います。県道の場合は山になったものを頭だけは崩して、ユンボを持ってきてただ削ってい

くだけです。そこまで切迫した状況の中でありますので、今課長が…… 

議長 大場議員、ちょっと質問を停止させてください。 

５番 その辺を、これからも金がかかることだから、本当に余計な金をかけてはいられない時期

ではないかなと思うんです。もう一度その辺の答弁をお願いしたいと思います。 

地域整備課長 町もなかなか厳しい予算の中で今排雪を行っております。実際、３月定例会でも

補正させていただいた予算の中で排雪するという形になっていますけれども、今年度は議員さ

んたちからも言われるように、かなり単価もアップしているものですから、排雪する箇所を指

定して排雪を行っている状況です。ですから、県は予算がないからストップしたということな



 

 

んですけれども、町もやはり予算がなくなればそれ以上はできないことですので、今ある現在

の予算で対応しているという形です。 

議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これから議案第33号を採決します。議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

  （賛成者挙手） 

議長 挙手多数です。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

  これで本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。 

  平成26年第２回臨時会を閉会いたします。 

  慎重審議ご苦労さまでした。 

午後１時５０分 閉会 
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